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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 所属長 教育委員会事務局本庁（鳥取県教育委

員会事務局等組織規則（昭和 年鳥取県教育委員会

規則第 号。以下「組織規則」 。）第 条

第 項 規定 本庁 、教育 ー、図

書館及 博物館 除 。） 課（課

相当 含 。）及 地方機関（組織規則第

条 第 項 規定 地方機関 。）並

学校以外 教育機関 長 職 者 。

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 所属長 教育委員会事務局本庁（鳥取県教育委

員会事務局組織規程（昭和 年鳥取県教育委員会規

則第 号。以下「組織規程」 。）第 条

第 項 規定 本庁 。） 課（課 相当

含 。）及 地方機関（組織規程第 条

第 項 規定 地方機関 。）並 学校

以外 教育機関 長 職 者 。
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◇ 鳥取県教育委員会職員服務規程 一部 改正 訓令（ ）（教育総務課）……………………

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令（ ）（福利室）………………

鳥取県教育委員会職員服務規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会職員服務規程 一部 改正 訓令

鳥取県教育委員会職員服務規程（平成 年鳥取県教育委員会訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

教委訓令

鳥取県教育委員会訓令第 号
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 本庁 鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭

和 年鳥取県教育委員会規則第 号。以下「組織規

則」 。）第 条 第 項 規定 本庁

（教育 ー、図書館及 博物館 除 。）

。

（ ） 所属所 地方機関（組織規則第 条 第 項

規定 地方機関 。）、各県立学校及 各教

育機関 。

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 本庁 鳥取県教育委員会事務局組織規程（昭和

年鳥取県教育委員会規則第 号。以下「組織規程

」 。）第 条 第 項 規定 本庁

。

（ ） 所属所 地方機関（組織規程第 条 第 項

規定 地方機関 。）、各県立学校及 各教

育機関 。
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鳥取県教育委員会訓令第 号２

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令

鳥取県教育委員会職員安全衛生管理規程（平成元年鳥取県教育委員会訓令第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。
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